
事後評価結果（平成２７年度）

担 当 課：中部地方整備局 道路部 道路計画課

担当課長名：仲谷 俊昭

事業名 事業 事業 国土交通省

一般国道１５３号 足助バイパス 区分 一般国道 主体 中部地方整備局
あ す け

起終点 延長

自：愛知県豊田市足助町 至：愛知県豊田市富岡町 ４．０km
あ い ち と よ た あ す けちよう あ い ち と よ た とみおかちよう

事業概要

一般国道１５３号足助バイパスは、愛知県豊田市足助町から同県同市富岡町に至る延長4.0kmの2車線
あ す け あ い ち と よ た あ す けちよう とみおかちよう

道路であり、昭和57年度に事業化し、平成22年度に供用している。

事業の目的・必要性

一般国道１５３号は狭隘な道路空間、交通障害区間を有し、足助地区において不便な交通状況を抱えて

いる路線である。

一般国道１５３号足助バイパスは、歩行者交通の安全確保、交通混雑の緩和・解消、線形不良・通行規
あ す け

制の解消を目的とした事業である。

事業概要図

事 事業期間 事業化年度 Ｓ５７年度 用地着手 Ｓ６２年度 供用年 (当初)－/ H２２年度 変

業 都市計画決定 － 工事着手 Ｓ６３年度 （暫定/完成） (実績)－/ H２２年度 動 1.0倍

の 事業費 計画時 (名目値)－/ １６０億円 実績 (名目値)－/ １６０億円 変

効 （暫定/完成） (実質値)－/ １７６億円 （暫定/完成） (実質値)－/ １７６億円 動 1.0倍

果 交通量 計画時 実績 変

等 （当該路線） （暫定/完成） －／7,900台/日 （暫定/完成） －/7,200台/日 動 -8.9％

旅行速度向上 29.4 → 36.5 km/h 交通事故減少 １４ → ６ 件/年

（供用前現道→当該路線） （供用前年次)H18年度 （供用後年次)H22年度 （供用前現道→当該路線） （供用前年次)H19年 （供用後年次)H25年

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 １６７億円 総便益 ２０７億円 基準年

分析結果 事 業 費 ：１４５億円 走行時間短縮便益：１７８億円 平成１９年

（当初） １．２ 維持管理費 ：２２億円 走行経費減少便益：２５億円

交通事故減少便益：３．５億円

費用対効果 Ｂ／Ｃ 総費用 ２６０億円 総便益 ２７８億円 基準年

分析結果 事 業 費 ：２３２億円 走行時間短縮便益：２５７億円 平成２７年

（事後） １．１ 維持管理費 ：２８億円 走行経費減少便益：１７億円

交通事故減少便益：３．６億円

事業遅延によるコスト増 費用増加額 便益減少額

－ 億円 － 億円

事業遅延の理由

特になし



客観的評価指標に対応する事後評価項目

①円滑なモビリティの確保

・現道等の年間渋滞損失時間及び削減率

・現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度改善の状況

・当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況

・新幹線駅または特急停車駅へのアクセス向上の状況

・第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況

②物流効率化の支援

・重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況

③都市の再生

・沿道まちづくりとの連携

④国土・地域ネットワークの構築

・日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線の構成

・現道等における交通不能区間の解消

・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況

⑤個性ある地域の形成

・主要な観光地へのアクセス向上の状況

⑥歩行者・自転車のための生活空間の形成

・歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上の状況

⑦安全で安心できるくらしの確保

・三次医療施設へのアクセス向上の状況

⑧安全な生活環境の確保

・歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況

⑨災害への備え

・災害による１～２箇所の道路寸断で孤立化する集落の解消

・対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計

画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線）として位置づけあり

・緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成

・現道の事前通行規制区間を解消

⑩地球環境の保全

・対象道路の整備における自動車からのCO2排出量削減

⑪生活環境の改善・保全

・現道等における自動車からのNO2排出削減

・現道等における自動車からのSPM排出削減

・現道等で騒音レベルが要請限度を下回ることによる生活環境改善の状況

その他評価すべきと判断した項目

特になし

事 環境影響評価に対応する項目

業 環境影響評価は実施していない。

に

よ

る その他評価すべきと判断した項目

環 特になし

境

変

化

事業評価監視委員会の意見

・事業の効果が発現しており当該事業に関しては今後の事後評価及び改善措置等は必要ないとした事業者

の判断は妥当である。

事業を巡る社会経済情勢等の変化

・鞍ヶ池スマートインターチェンジが平成２０年に社会実験運用開始、平成２１年供用開始、平成２３年

大型車通行対応、平成２４年に２４時間供用されている。



今後の事後評価の必要性及び改善措置の必要性

・一般国道１５３号足助バイパスは事業が完了しており、整備目的どおりの効果が発言していることから、
あ す け

今後の事業評価の必要はないと考える。

・一般国道１５３号足助バイパスは、整備目的を達成していると判断できるため、改善措置の必要はない
あ す け

と考える。

計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

・一般国道１５３号足助バイパスは当初の整備目的どおりの効果を確認していることから、同種事業の計
あ す け

画調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性はないと考える。

特記事項

特になし

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。


